
補 正 項 目

(単位:千円)

新
事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

新 新型コロナウイルス 900,000 市町村の新型コロナウイルスワクチン接種 健康福祉部

［感染症対策ワクチン接種支援事 を支援するため、国の新たな財政支援策を活

室］業 用し、７月末までに一定規模以上の接種等を

行う診療所及び病院に対し、接種費用に上乗

せして助成

［上乗せの内容 （負担割合 国10/10)］

①診療所における接種回数の底上げ

・週100回以上の接種を４週間以上行う

場合、その週は１回あたり2,000円

・週150回以上の接種を４週間以上行う

場合、その週は１回あたり3,000円

②接種施設数の増加

診療所及び病院が１日あたり50回

以上の接種を行った場合、１日あたり

10万円（定額 （①とは重複しない））

③接種体制の強化

以下の場合に、ワクチン接種に要す

る経費を助成

・病院が特別な体制を組んで、１日あ

たり50回以上の接種を１日以上行う

週が４週間以上となる場合

・医療従事者の確保が困難な地域にお

ける時間外・休日のワクチン接種会

場へ医療従事者の派遣を行う場合

（助成上限額）

医 師：１人１時間あたり7,550円

看護師等：１人１時間あたり2,760円

※参考

接種費用

・１回あたり2,070円

・時間外・休日の接種に対する加算

（時間外＋730円、休日＋2,130円）

・国から市町村へ交付（国10/10)


